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第６回広島市病院事業地方独立行政法人評価委員会 会議要旨 

 

 

１ 開催日時  平成２６年１月１６日（木）１５時３０分～１６時３０分 

 

２ 開催場所  広島市役所本庁舎１４階 第７会議室 

 

３ 出 席 者 

⑴ 委 員 

秋山委員長、板谷委員、蔵田委員、桑原委員、松村委員 

⑵ 臨時委員 

伊藤委員 

⑶ 事務局 

病院事業管理者、広島市民病院長、舟入病院長、総合リハビリテーションセンター長、リハ

ビリテーション病院長、安佐市民病院長、事務局長、事務局次長、広島市民病院事務長、舟

入病院事務長、総合リハビリテーションセンター事務長、安佐市民病院事務室庶務担当課長、

経営管理課長、企画担当課長、財務課長、健康福祉局障害福祉課長、保健医療課長、その他

担当職員、有限責任監査法人トーマツ 

 

４ 議  事 

中期計画（案）について 

  

５ 公開・非公開の別 

  公開 

 

６ 傍 聴 者 

  一般傍聴者 １人 

  報 道 機 関 ２社 

 

７ 会議資料  

  別紙のとおり 

 

８ 会議要旨 

中期計画（案）について 

⑴ 事務局が資料「中期計画（案）」を説明。 

・ 前文から第５までの項目については、前回の評価委員会以降に若干の修正や字句の体裁

を整えている。 

・ 安佐市民病院の建替えや消費税の取扱いについては、最終的な市の方針が決まっていな

いため、この中期計画（案）には盛り込んでいない。今後、市としての方針が決まり次第、

安佐市民病院の建替えに関する記述及びその予算、料金について、改めて説明させていた

だく。 
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・ 中期計画の市長の認可に当たっては、評価委員会からの意見聴取とともに議会の議決が

必要なことから、この度の２月議会の厚生委員会で説明する予定である。法人が設立され

ていない平成２５年度中には議会の議決を受けることができないため、法人が設立する予

定の４月１日に中期計画認可の市長の専決処分を行い、その後、６月議会で承認をいただ

く予定にしている。また、評価委員会からの意見についても４月１日付けでいただくこと

になる。 

 

⑵ 質疑・意見交換 

[蔵田委員] 

      １９ページの右側の資金計画の表で、資金収入の「その他の投資活動による収入」として、

２７年度が１０９億７，１００万円、２９年度が１２０億９，１００万円と２年ごとに大き

な額が見込まれている。同様に、資金支出の「その他の投資活動による支出」においても、

２年ごとに大きな額が予定されている。 

これは、広島市から固定資産として引き継ぐ資金１０９億７，０００万円である長期の資

金運用の定期預金４４億２，０００万円と国債６５億５，０００万円については、２年ごと

に償還して、また同じように運用するという理解でよいか。 

 

[事務局（上野財務課長）] 

２５年度の決算見込みで１７８億３，１００万円の資金を持っており、これを新法人が引

き継ぐことになる。そのうち、流動的に使える現金預金の６８億６，１００万円を除いたも

のについては、議会や監査から長期の運用をするよう指摘されており、定期預金と国債で運

用している。これらは、現在２年もので運用しており、その時の資金状況をみながら、基本

的には２年ごとに更新していくことを予定している。 

 

[蔵田委員] 

何らかの拘束があるのかもしれないが、金利負担を軽減するため、国債を買わずに長期の

借入金を先に返すというようなことは考えられないか。 

時々の経済情勢に応じて、弾力的に資金の活用方法を検討する資金計画とした方がよいの

ではないかと思う。 

 

[事務局（上野財務課長）] 

長期借入金を前倒しで返すということも一つの手法とは思うが、資金調達先として政府系

を借りているので、前倒しで償還するとペナルティーもかかってくるということもあり、計

画的に償還しているところである。 

弾力的な資金計画という面では、資金支出の「有形固定資産の取得による支出」として４

年間で１４７億８，３００万円を予定しているが、これに充当する資金収入の「長期借入れ

による収入」は９８億５，６００万円としており、従来のように全額借り入れるのではなく、

積極的に自己資金を使って資産を取得していくことも考えている。 

 

[蔵田委員] 

今後、安佐市民病院の建替えに係る資金計画も考えられると思うが、このような資金を弾

力的に充当することが可能かについても検討されたらよいと思う。 
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もう１点質問であるが、本部経費や共通経費については、別途経理を行い、各病院に振り

替えることになるのか。 

 

[事務局（上野財務課長）] 

１６ページの収支計画の表であるが、費用の部の一般管理費は、本部事務局など法人共通

の費用として２５億１，７００万円を予定している。 

実際の経理処理においては、本部事務局として別途経理を行うが、公営企業時は別経理と

せず各病院に配分して出していたもので、従来との比較を行うためには、それに合わせた方

が理解していただけると思い、１７、１８ページのように記載したところである。 

実際の決算時には、セグメント情報として本部事務局分の形で処理していくことになると

思う。 

 

[桑原委員] 

国、県、市からの繰入金等は、４年間変わらないということで計画されているのだろうか。 

 

[事務局（上野財務課長）] 

１６ページの左上に記載した「運営費負担金・運営費交付金の繰出基準等」により算出し

ている。４年間は、１６ページの右側の説明のとおり、ほとんど変わらない計画としている。 

 

[桑原委員] 

１１ページの右上の「正規職員化する職種及び予定数」に医師も含まれているが、レジデ

ント（研修医）も正規職員化すると理解してよいか。 

 

[事務局（影本病院事業管理者）] 

初期研修医や後期研修医は嘱託のままであるが、６年目以上の医師について、法人化移行

後は正規職員の身分にする。 

 

[桑原委員] 

これから業務を拡大されることを考えると、職員の増員が少ないように感じるが、いかが

だろうか。 

 

[事務局（影本病院事業管理者）] 

４病院で４年間で１３６人を増員することにしているが、ほとんどの増員が収益の増を伴

わないことから、良好な経営を維持するという観点からは、この程度の増員が限度と考えて

いる。 

 

[事務局（西本企画担当課長）] 

１０ページの右側の職員増員計画であるが、福岡市では２病院で３３５人増員している。

福岡市は、７対１看護体制を導入するために増員されたようであり、本市の場合、既に７対

１看護体制を導入しているので、福岡市よりも少ない人数となっている。 
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[伊藤委員] 

１７ページの安佐市民病院の収支計画書を見ると、純利益が、２７年度が８，８００万円、

２８年度が５，０００万円、２９年度は１億６００万円と、下がって、また上がっているが、

これは安佐市民病院の建替えによるものか。 

 

[事務局（上野財務課長）] 

本中期計画は、安佐市民病院の建替えを全く考慮していない。１７ページの減価償却費の

欄のとおり、医療機器の購入等により発生する減価償却費の年次割に伴う増減の影響が大き

い。 

 

[秋山委員長] 

修正が必要な意見は特にないようであるが、安佐市民病院の建替えを除く部分については、

これで承認することとしてよいだろうか。 

 

[委員一同] 

異議なし。 

 

[秋山委員長] 

それでは、安佐市民病院の建替えを除く部分については、これで承認することとする。 

なお、安佐市民病院の建替えに係る記述及び予算については、市の方針が決まった後に説

明に伺うことになるが、その時期や方法については、私と事務局で調整することでよろしい

か。 

 

[委員一同] 

了承。 

 

[秋山委員長] 

それでは、そのようにさせていただく。 

 

[事務局（西本企画担当課長）] 

安佐市民病院の建替えについて、また、料金に係る消費税の取扱について、市の方針が決

まった後に、委員長と協議の上、説明させていただきたいと考えており、よろしくお願いし

たい。 

 


